
― 128 ―

１．税務機構と職員（令和元年度） ※　下線部は，前年度からの変更箇所を表わす。

（１） 税務機構と事務分掌 ※　区市民部長は含まない。

〔一　般　職〕

１ 税務部の所掌事務に係る部内の連絡調整に関すること。

２ 税制に関すること。

３ 固定資産評価審査委員会に関すること。

４ 徴税吏員等の証票に関すること。

（ 5 )

６ 税務部の予算及び決算に関すること。（歳出）

（ 14 ） ７ 部内の他の課の主管に属しないこと｡

１ 市税に係る不服申立てに関すること。

（ 1 ) ２ 固定資産評価審査委員会に関すること。

１ 市税，交付金等に係る収入の見積り及びその決算に関すること。

２ 市税の広報に関すること。

３

（ 3 )

４ 交付金等（市税を除く）の調定に関すること。

６ 税務部の予算及び決算に関すること。（歳入）

１ 市税総合情報システム等に関すること。

（ 4 ) ２ 地方税ポータルシステムに関すること。

３ 租税教室に関すること。

（ 3 ) ２ 市税の収納等に係る統計に関すること。

３ 市税の収納等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 7 ）
１

２ 市税の徴収に係る統計に関すること。

（ 3 ) ３ 市税の徴収に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

５ 福岡地区税務連絡協議会に関すること。

（ 142 ） ＋2

２ 市民税等の賦課に係る統計に関すること。

（ 5 ) ３ 市民税等に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 19 ） ＋2 ２ 特別土地保有税の賦課に係る企画及び指導に関すること。

（ 5 )

４ 固定資産税等(土地)及び特別土地保有税の統計に関すること。

６ 租税教室の実施に関すること。

１ 地番現況図の整備に関すること。

（ 1 ) ２ 租税教室の実施に関すること。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

２

家屋償却資産企画係 ３ 固定資産税等(家屋・償却資産)及び事業所税等の統計に関すること。

（ 5 )
４

５ 福岡県軽自動車税協議会に関すること。

６

１ 宿泊税に関すること。

（ 2 ) ＋2 ２ 租税教室の実施に関すること。

１

土 地 企 画 係

５

主査（宿泊税担当）

税 制 課

税務審査係

税　収　係

市 民 税 企 画 係

課 税 企 画 課

個人市民税・県民税，法人市民税（以下｢市民税等｣）の賦課に係る企画及び
指導に関すること。

納 税 企 画 課

徴 収 企 画 係

市税に係る統計に関すること。ただし，納税企画課，課税企画課の所管
に係るものを除く。

市税に関する徴収金の徴収(以下｢市税の徴収｣)に係る企画及び指導に関
すること。

１

固定資産（土地）の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定
に関すること。

固定資産税等(家屋・償却資産)及び軽自動車税の賦課に係る区役所所掌事
務の連絡調整に関すること。

租税教室の実施に関すること。

固定資産税等(家屋・償却資産），事業所税，軽自動車税，市たばこ税及び
入湯税（以下「事業所税等」）の賦課に係る企画及び指導に関すること。

固定資産（家屋・償却資産）の評価に係る企画及び指導並びに価格の決定
に関すること。

１

財

政

局

税

務

部

主査（地番現況図整備担当）

税　制　係

５ 市税に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし，納税企画課
及び課税企画課の所管に係るものを除く。

１ 市税に関する徴収金の収納，口座振替，納税貯蓄組合及び証明・閲覧
（以下｢市税の収納等｣）に係る企画及び指導に関すること。管 理 企 画 係

５ 市税に係る区役所所掌事務の連絡調整に関すること。ただし，納税企画課
及び課税企画課の所管に係るものを除く。

税務システム係

固定資産税及び都市計画税（以下｢固定資産税等｣）（土地）の賦課に係る企
画及び指導に関すること。

固定資産税等(土地)及び特別土地保有税の賦課に係る区役所所掌事務の
連絡調整に関すること。

３

１ 市税に係る徴収金の収納に関すること。

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

２ 個人の県民税の払い込みに関すること。

（ 8 ) ３ 市税の口座振替に関すること。

４ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

５ 租税教室の実施に関すること。

（ 34 ）

１ 市税に係る徴収金の収納に関すること。

（ 10 )
２

法人収納管理係 ３ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

（ 7 ) ４ 租税教室の実施に関すること。

（ 4 )

法人納税第２係

（ 4 )

３ 租税教室の実施に関すること。

（ 2 )

２ 高額滞納等市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

（ 2 ) ３ 高額滞納等市税に係る徴収嘱託に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 9 ） （ 1 )

（ 3 ) ２ 市外滞納等市税に係る徴収金の滞納処分に関すること。

３ 市外滞納等市税に係る徴収嘱託に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 6 ) △1

（ 6 ) △1 ２ 特別徴収の脱税検査に関すること。

３ 特別徴収に係る犯則取締に関すること。

（ 32 ） （ 6 ) △1 ４ 租税教室の実施に関すること。

（ 6 ) ＋3

１ 法人市民税の賦課に関すること。

２ 法人市民税の脱税検査に関すること。

（ 7 ) ３ 法人市民税に係る犯則取締に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

１ 固定資産課税台帳の管理に関すること。

２ 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

（ 5 ) ３ 租税教室の実施に関すること。

１

（ 6 ) ２ 償却資産に係る固定資産の評価に関すること。

３ 償却資産に係る固定資産の脱税検査に関すること。

４ 償却資産に係る固定資産に係る犯則取締に関すること。

（ 26 ） （ 6 ) ５ 租税教室の実施に関すること。

１

（ 4 ) ２ 事業所税等の脱税検査に関すること。

３ 事業所税等に係る犯則取締に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 4 )

・ 滞納整理指導員 （ 3 ） 納税企画課 滞納案件，難事案に対する整理方法の指導・助言等

・ 収納管理事務嘱託員 （ 5 ） 納税管理課 収納消込事務及び還付事務の補助等

・ 文書整理等補助嘱託員 （ 1 ） 納税管理課 文書の分別・廃棄等の整理業務等

法人市民税係

特 別 整 理 係

事業所税第２係

〔特　別　職〕

課税台帳管理係

償却資産第１係

資 産 課 税 課
償却資産第２係

事業所税第１係

市 外 整 理 係

特別徴収第４係

納 税 管 理 課

収 納 管 理 係

法人納税第１係

特 別 整 理 係

特別徴収第１係

特別徴収第２係

法 人 税 務 課
特別徴収第３係

特別滞納整理課
特 別 整 理 係

１

管 理 調 整 係

事業所税，市たばこ税及び入湯税（以下「事業所税等」）の賦課及び
調定に関すること。

市税のうち，滞納者が市外に居住する等滞納整理が困難なもの(以下｢市外
滞納等市税｣)に係る徴収金の徴収に関すること。

市税のうち，滞納額が高額なもの等滞納整理が困難なもの(以下｢高額
滞納等市税｣)に係る徴収金の徴収に関すること。

市税に係る徴収金の徴収嘱託に関すること。ただし，
特別滞納整理課及び区役所の所管に係るものを除く。

市税に係る徴収金の督促に関すること。ただし，区役所の所管に係るものを
除く。

償却資産に係る固定資産税の賦課及び調定に関すること。

１ 市税に係る徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。ただし，
特別滞納整理課及び区役所の所管に係るものを除く。

１

２

１ 特別徴収に係る個人の市民税・県民税（以下「特別徴収」）の賦課に関するこ
と。



税 金 納

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

税

（ 8 ) 税

税

税

（ 34 ）

税 金 納

（ 10 )

納 係 税

（ 7 ) 税

（ 4 )

納税 係

（ 4 )

税

（ 2 )

滞納 税 金 滞納 分

（ 2 ) 滞納 税

税

（ 9 ） （ 1 )

（ 3 ) 滞納 税 金 滞納 分

滞納 税

税

（ 6 )

（ 6 ) 税

（ 32 ） （ 6 ) 税

（ 6 )

税 課

税 税

（ 7 ) 税

税

固定資産課税

産 税

（ 5 ) 税

（ 6 ) 償却資産 固定資産

償却資産 固定資産 税

償却資産 固定資産

（ 26 ） （ 6 ) 税

（ 4 ) 税 税

税

税

（ 4 )

滞納 （ 3 ） 納税 課 滞納

納 （ 5 ） 納税 課 納 付

（ 1 ） 納税 課 分

市民税係

係

税 係

税 係

係

課 税 課
係

税 係

市 係

係

税 課

納 係

納税 係

係

係

係

税 務 課
係

課
係

係

税 税 税（ 税 ） 課
定

税 滞納 滞納
滞納 税 金

税 滞納 滞納
滞納 税 金

税 金
滞納 課

税 金

償却資産 固定資産税 課 定

税 金 滞納 分
滞納 課

税 税（ ） 課
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〔一　般　職〕

※　区市民部長は含まない。

１

２ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

３ 原動機付自転車等の標識に関すること。

（ 36 ) ４ 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

５ 軽自動車税の脱税検査に関すること。

６ 軽自動車税に係る犯則取締に関すること。

（ 252 ） ＋1 ７ 租税教室の実施に関すること。

１ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

（ 2 ) ＋1 ２ 租税教室の実施に関すること。

（ 95 ) ２ 市民税等の脱税検査に関すること。

３ 市民税等に係る犯則取締に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

１ 固定資産（土地）の評価に関すること。

（ 68 )

３ 固定資産税等(土地)の脱税検査に関すること｡

４ 固定資産税等(土地)の犯則取締に関すること｡

（ 382 ） ５ 字図の整備，保管及び閲覧に関すること。

６ 土地価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

７ 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

８ 租税教室の実施に関すること。

（中央区）

（ 1 )

１ 固定資産（家屋）の評価に関すること。

（ 37 )

３ 固定資産税等(家屋)の脱税検査に関すること。

４ 固定資産税等(家屋)の犯則取締に関すること。

５ 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

６ 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

７ 租税教室の実施に関すること。

（城南区以外）

（ 6 )

当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整
に関すること。（博多区及び早良区を除く）

（南区は１～４係，東区，博多区，中央区，
早良区及び西区は１～３係，城南区は１係）

区

役

所

主査（都心部評価担当）

固定資産税家屋係 ２ 家屋に係る固定資産税及び都市計画税（以下「固定資
産税等（家屋）」という。）の賦課及び調定に関すること。

（城南区以外は１～２係，城南区は１係）

課 税 課

主査（証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ担当）

１ 個人の市民税・県民税（普通徴収及び年金所得に係る
特別徴収に係るものに限る。以下「市民税等」)の
賦課及び調定に関すること。市　民　税　係

主査（大規模非木造家屋担当）

管　理　係

固定資産税土地係 ２ 土地に係る固定資産税，都市計画税及び特別土地
保有税（以下「固定資産税等（土地）」という。）の賦課
及び調定に関すること。

１

２

（ 113 ) △1 ３

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 128 ） △1

１

（ 8 ) ２

３ 租税教室の実施に関すること。

（博多区，中央区，早良区，西区）

１

（ 2 ) ２ 市税に係る証明に関すること。

（ 2 ）

〔特　別　職〕

・ 税務相談員　 （ 7 ）　区広聴担当課　各区1名

・ 滞納整理補助員 （ 5 ）　納税課（東・南・城南・早良・西 各1名）

・ 証明等窓口業務補助員 （ 2 ）　課税課（博多1・南1） 税務証明等の申請受付・交付

・ 課税課事務嘱託員 （ 24 ） 課税課業務補助

・ 納税課事務嘱託員 （ 1 ） 納税課業務補助

・ 市民税申告窓口業務嘱託員 （ 1 ）　東区課税課 1名

・ 市民税申告等窓口業務補助員 （ 1 ）　東区課税課 1名

・ 千早証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ嘱託員 （ 2 ）　東区課税課 2名

・ 文書整理等補助嘱託員 （ 1 ）　中央区納税課 1名

区
　
　
役
　
　
所

西 区 役 所
西 部 出 張 所

市　民　係

　城南区納税課 1名

納 税 課

高額滞納・公売係

納　税　係

市税の滞納整理に関する補助的業務等

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）に係る
徴収金の督促に関すること。

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）に係る
徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）の
徴収嘱託に関すること。

高額滞納市税（財政局の所管に係るものを除く)
に係る徴収嘱託に関すること。

（東区，博多区，中央区，南区及び早良区は１～４係，
 城南区及び西区は１～３係）

市税（特別徴収に係る個人の市民税を除く）に
係る徴収金の収納に関すること。

税務及び市政に対する市民からの相談処理

高額滞納市税（財政局の所管に係るものを除く)に係る
徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰにおける諸証明
（市民課証明・税証明）の交付等

   課税課（東3・博多3・中央４・南3・城南５・早良3・西3）

市民税申告窓口での受付業務等

市民税申告窓口での受付業務等補助

文書の分別・廃棄等業務補助
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〔一　般　職〕

※　区市民部長は含まない。

１

２ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

３ 原動機付自転車等の標識に関すること。

（ 36 ) ４ 軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

５ 軽自動車税の脱税検査に関すること。

６ 軽自動車税に係る犯則取締に関すること。

（ 252 ） ＋1 ７ 租税教室の実施に関すること。

１ 市税に係る証明及び閲覧に関すること。

（ 2 ) ＋1 ２ 租税教室の実施に関すること。

（ 95 ) ２ 市民税等の脱税検査に関すること。

３ 市民税等に係る犯則取締に関すること。

４ 租税教室の実施に関すること。

１ 固定資産（土地）の評価に関すること。

（ 68 )

３ 固定資産税等(土地)の脱税検査に関すること｡

４ 固定資産税等(土地)の犯則取締に関すること｡

（ 382 ） ５ 字図の整備，保管及び閲覧に関すること。

６ 土地価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

７ 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

８ 租税教室の実施に関すること。

（中央区）

（ 1 )

１ 固定資産（家屋）の評価に関すること。

（ 37 )

３ 固定資産税等(家屋)の脱税検査に関すること。

４ 固定資産税等(家屋)の犯則取締に関すること。

５ 家屋価格等縦覧帳簿の縦覧に関すること。

６ 不動産取得税に係る価格等の通知に関すること。

７ 租税教室の実施に関すること。

（城南区以外）

（ 6 )

当該部の所掌事務に係る部内の連絡調整
に関すること。（博多区及び早良区を除く）

（南区は１～４係，東区，博多区，中央区，
早良区及び西区は１～３係，城南区は１係）

区

役

所

主査（都心部評価担当）

固定資産税家屋係 ２ 家屋に係る固定資産税及び都市計画税（以下「固定資
産税等（家屋）」という。）の賦課及び調定に関すること。

（城南区以外は１～２係，城南区は１係）

課 税 課

主査（証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ担当）

１ 個人の市民税・県民税（普通徴収及び年金所得に係る
特別徴収に係るものに限る。以下「市民税等」)の
賦課及び調定に関すること。市　民　税　係

主査（大規模非木造家屋担当）

管　理　係

固定資産税土地係 ２ 土地に係る固定資産税，都市計画税及び特別土地
保有税（以下「固定資産税等（土地）」という。）の賦課
及び調定に関すること。

１

２

（ 113 ) △1 ３

４ 租税教室の実施に関すること。

（ 128 ） △1

１

（ 8 ) ２

３ 租税教室の実施に関すること。

（博多区，中央区，早良区，西区）

１

（ 2 ) ２ 市税に係る証明に関すること。

（ 2 ）

〔特　別　職〕

・ 税務相談員　 （ 7 ）　区広聴担当課　各区1名

・ 滞納整理補助員 （ 5 ）　納税課（東・南・城南・早良・西 各1名）

・ 証明等窓口業務補助員 （ 2 ）　課税課（博多1・南1） 税務証明等の申請受付・交付

・ 課税課事務嘱託員 （ 24 ） 課税課業務補助

・ 納税課事務嘱託員 （ 1 ） 納税課業務補助

・ 市民税申告窓口業務嘱託員 （ 1 ）　東区課税課 1名

・ 市民税申告等窓口業務補助員 （ 1 ）　東区課税課 1名

・ 千早証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ嘱託員 （ 2 ）　東区課税課 2名

・ 文書整理等補助嘱託員 （ 1 ）　中央区納税課 1名

区
　
　
役
　
　
所

西 区 役 所
西 部 出 張 所

市　民　係

　城南区納税課 1名

納 税 課

高額滞納・公売係

納　税　係

市税の滞納整理に関する補助的業務等

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）に係る
徴収金の督促に関すること。

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）に係る
徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

市民税等（財政局の所管に係るものを除く）の
徴収嘱託に関すること。

高額滞納市税（財政局の所管に係るものを除く)
に係る徴収嘱託に関すること。

（東区，博多区，中央区，南区及び早良区は１～４係，
 城南区及び西区は１～３係）

市税（特別徴収に係る個人の市民税を除く）に
係る徴収金の収納に関すること。

税務及び市政に対する市民からの相談処理

高額滞納市税（財政局の所管に係るものを除く)に係る
徴収金の徴収及び滞納処分に関すること。

証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰにおける諸証明
（市民課証明・税証明）の交付等

   課税課（東3・博多3・中央４・南3・城南５・早良3・西3）

市民税申告窓口での受付業務等

市民税申告窓口での受付業務等補助

文書の分別・廃棄等業務補助
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・H30.10.1～主査１名，H31.4.1～
係員１名を配置

・主査（特別徴収指導担当）を廃
止し，特別徴収第４係を新設

・４係制に伴い，配置人数の変
更

〔一　般　職〕 ※職員定数

総職員数 （ 524 ） 部 長 級

係 員 387 ＋1

※再任用職員の配置状況

短時間勤務
（週27.5ｈ）

中央区課税課（1→3），南区課税課（1→2），城南区課税課（1→3），
城南区納税課（2→3），早良区課税課（1→3），早良区納税課（2→3），
財政局資産課税課（1→2）
※（　）内は職員定数に対する再任用職員の配置人数

1

＋2 課 長 級 21

係 長 級 115 ＋1

嘱託員数 （ 53 ） 滞納整理指導員 （

9名→19名

フルタイム

東区課税課(係長1，係員1)，博多区課税課(係員2)，博多区納税課（係長1，係員１），
中央区課税課（係員2），中央区納税課（係員2），南区課税課（係長1，係員１），
南区納税課（係長1），城南区課税課（係員3），早良区課税課（係員3），早良区納税課（係員1），
西区課税課（係員2），西区納税課(係長1)

23名

〔特　別　職〕

3 ） （納税企画課）

△11

+4

△1 税務相談員 （ 7 ） （区広聴担当課）

滞納整理補助員 （ 5 ） （東・南・城南・早良・西区納税課）

証明等窓口業務補助員 （ 2 ） （区課税課：博多・南1）

収納管理事務嘱託員 （ 5 ） （納税管理課）

市民税申告窓口業務嘱託員 （ 1 ） （東区課税課）

市民税申告等窓口業務補助員 （ 1 ） （東区課税課）

千早証明サービスコーナー嘱託員 （ 2 ） （東区課税課）

文書整理等補助嘱託員 （ 2 ） （納税管理課・中央区納税課）

課税課 事務嘱託員 （ 24 ） （区課税課：東3・博多3・中央４・南3・城南５・早良3・西3）

納税課 事務嘱託員 （ 1 ） （城南区納税課）

税 制 係 （ 5 ）

税 務 審 査 係 （ 1 ）

3 ）

税 務 シ ス テ ム 係 （ 4 ）

税 制 課 （ 14 ）
税 収 係 （

管 理 企 画 係 （ 3 ）
納 税 企 画 課 （ 7 ）

徴 収 企 画 係 （ 3 ）

市 民 税 企 画 係 （ 5 ）

＋2 主査（地番現況図整備担当） （ 1 ）

5 ）

8 ）

（ 10 ）

）

5 ）

主 査 （ 宿 泊 税 担 当 ） （ 2 ） ＋2

納 税 管 理 課 （ 34 ） 収 納 管 理 係

管 理 調 整 係 （

課 税 企 画 課 （ 19 ） 土 地 企 画 係 （

家 屋 償 却 資 産 企 画 係 （

税 務 部 法 人 納 税 第 ２ 係 （ 4

法 人 収 納 管 理 係 （ 7

財 政 局 法 人 納 税 第 １ 係 （ 4

＋2
）

特 別 整 理 係 （ 2 ）

（ 142 ）
）

市 外 整 理 係 （ 3 ）

特別滞納整理課 （ 9 ）
特 別 整 理 係

特 別 整 理 係 （ 2 ）

特 別 徴 収 第 １ 係 （ 6 ） △1

（ 1 ）

6 ） △1

特 別 徴 収 第 ３ 係 （ 6 ） △1

法 人 税 務 課 （ 32 ） 特 別 徴 収 第 ２ 係 （

特 別 徴 収 第 ４ 係 （ 6 ） ＋3

法 人 市 民 税 係 （ 7 ）

課 税 台 帳 管 理 係 （ 5 ）

償 却 資 産 第 １ 係 （ 6 ）

資 産 課 税 課 （ 26 ） 償 却 資 産 第 ２ 係 （ 6 ）

※再任用短2 事 業 所 税 第 １ 係 （ 4 ）

事 業 所 税 第 ２ 係 （ 4 ）

　◎　税務機構と定数 〔平成31年４月〕 ※　下線部は，前年度からの変更箇所を表わす。
※　区市民部長は含まない。

（ 6 ）

（ 5 ）

（ 5 ）

第 ４ 係 （ 4 ）

高 額 滞 納 ・ 公 売 係 （ 2 ）

納 税 課 （ 20 ）
第 ３ 係 （ 4 ）

※再任用ﾌﾙ2

第 １ 係 （ 5 ）

第 ２ 係 （ 4 ）

中 央 区 主 査 （ 都 心 部 評 価 担 当 ） （ 1 ）

（ 53 ） 固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 4 ）
市 民 部

主査（大規模非木造家屋担当） （ 1 ）

4 ）
※再任用短3
※再任用ﾌﾙ2 固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 4 ）

課 税 課 （ 33 ）
固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係 （

市 民 税 第 ２ 係 （ 4

管 理 係 （ 5 ）

）

市 民 税 第 ３ 係 （ 4 ）

市 民 税 第 １ 係 （ 5 ）

高 額 滞 納 ・ 公 売 係 （ 2 ）

（ 5 ）
納 税 課 （ 23 ）

第 ３ 係

）

第 １ 係 （ 5 ）

※再任用ﾌﾙ2

第 ４ 係 （ 5 ）

第 ２ 係 （ 5 ）

市 民 部
主査（大規模非木造家屋担当） （ 1

博 多 区
（ 60 ） 固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 5 ）

（ 5 ）
※再任用ﾌﾙ2

固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 5 ）

課 税 課 （ 37 ）
固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係

市 民 税 第 ２ 係 （ 5

管 理 係 （ 6 ）

）

市 民 税 第 ３ 係 （ 4 ）

市 民 税 第 １ 係 （ 5 ）

納 税 課 （ 22 ）
第 ３ 係 （

第 ４ 係 （

第 ２ 係 （ 5 ）

5 ）

5

） ＋1

第 １ 係 （ 6 ）

）

主査（大規模非木造家屋担当） （ 1 ）

・係員１名増主査（証明サービスコーナー担当） （ 2

（ 6 ）
東 区

（ 67 ） 固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 6 ）
市 民 部

＋1 固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 7 ）

課 税 課 （ 45 ）
市 民 税 第 ３ 係

※再任用ﾌﾙ2
＋1

固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係

管 理 係 （ 6 ）

市 民 税 第 １ 係

市 民 税 第 ２ 係



（ 6 ）

（ 5 ）

（ 5 ）

（ 4 ）

滞 納 （ 2 ）

納 税 課 （ 20 ）
（ 4 ）

（ 5 ）

（ 4 ）

（ ） （ 1 ）

（ 53 ） 固 定 資 産 税 家 屋 （ 4 ）

（ 家屋 ） （ 1 ）

4 ）

固 定 資 産 税 土 地 （ 4 ）

課 税 課 （ 33 ）
固 定 資 産 税 土 地 （

税 （ 4

（ 5 ）

）

税 （ 4 ）

税 （ 5 ）

滞 納 （ 2 ）

（ 5 ）
納 税 課 （ 23 ）

）

（ 5 ）

（ 5 ）

（ 5 ）

（ 家屋 ） （ 1

（ 60 ） 固 定 資 産 税 家 屋 （ 5 ）

（ 5 ）

固 定 資 産 税 土 地 （ 5 ）

課 税 課 （ 37 ）
固 定 資 産 税 土 地

税 （ 5

（ 6 ）

）

税 （ 4 ）

税 （ 5 ）

納 税 課 （ 22 ）
（

（

（ 5 ）

5 ）

5

）

（ 6 ）

）

（ 家屋 ） （ 1 ）

（ ） （ 2

（ 6 ）

（ 67 ） 固 定 資 産 税 土 地 （ 6 ）

固 定 資 産 税 家 屋 （ 7 ）

課 税 課 （ 45 ）
税

固 定 資 産 税 土 地

（ 6 ）

税

税
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高 額 滞 納 ・ 公 売 係 （ 2 ）

3 ） △1
※再任用短3
※再任用ﾌﾙ1

△1
第 ４ 係 （ 4 ）

納 税 課 （ 16 ）
第 ３ 係 （

第 １ 係 （ 3 ）

第 ２ 係 （ 3 ）

）

早 良 区
（ 52 ） 固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 5 ）

主査（大規模非木造家屋担当） （ 1 ）

市 民 部
△1 固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 5

※再任用短3
※再任用ﾌﾙ3 固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係 （ 5 ）

5 ）
課 税 課 （ 36 ）

市 民 税 第 ３ 係 （ 4

市 民 税 第 １ 係 （ 5 ）

市 民 税 第 ２ 係 （

）

管 理 係 （ 5 ）

納 税 課 （ 12 ）
第 ３ 係 （ 3 ）

※再任用短3

第 １ 係 （ 3 ）

第 ２ 係 （ 5 ）

）
城 南 区

（ 37 ）
市 民 部

（ 7 ）
※再任用短3
※再任用ﾌﾙ3 固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 4

課 税 課 （ 25 ）
固 定 資 産 税 土 地 係

市 民 税 係 （ 9 ）

管 理 係 （ 4 ）

6 ）
※再任用ﾌﾙ1

第 ４ 係 （ 4 ）

納 税 課 （ 21 ）
第 ３ 係 （

第 １ 係 （ 6 ）

第 ２ 係 （ 4 ）

）

主査（大規模非木造家屋担当） （ 1 ）

市 民 部
固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 6

南 区
（ 61 ） 固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 5 ）

市 民 税 第 ３ 係 （ 4 ）
課 税 課 （ 40 ）

市 民 税 第 ４ 係 （ 4 ）
※再任用短2
※再任用ﾌﾙ2 固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係 （ 5 ）

市 民 税 第 １ 係 （ 5 ）

市 民 税 第 ２ 係 （ 4 ）

管 理 係 （ 5 ）

・係員１名減

・財政局税務部課税企画課主査（宿泊税担当）１名，係員１名増

合　　計 524 （ ＋２ ）

・納税（滞納整理関係） 137 （ △１ ）

・企画部門 37 （ ＋２ ）

・納税（税証明・収納管理関係） 65 （ ＋１ ） ・東区課税課主査（証明サービスコーナー担当）係員１名増

・課税（固定資産税関係） 129 （ ±０ ）

・課税（市民税・法人関係） 134 （ ±０ ）

　　※業務毎職員数内訳

・部課長 22 （ ±０ ）

西 部 出 張 所 （ 2 ） 市 民 係 （ 2 ）

※再任用ﾌﾙ1

高 額 滞 納 ・ 公 売 係 （ 2 ）

納 税 課 （ 14 ）
第 ３ 係 （ 4 ）

第 １ 係 （ 3 ）

第 ２ 係 （ 4 ）

）

西 区
（ 52 ） 固 定 資 産 税 土 地 第 ２ 係 （ 5 ）

主査（大規模非木造家屋担当） （ 1 ）

市 民 部
固 定 資 産 税 家 屋 係 （ 6

※再任用ﾌﾙ2
固 定 資 産 税 土 地 第 １ 係 （ 6 ）

4 ）
課 税 課 （ 36 ）

市 民 税 第 ３ 係 （ 4

市 民 税 第 １ 係 （ 4 ）

市 民 税 第 ２ 係 （

）

管 理 係 （ 5 ）

・早良区納税課納税第３係係員１名減



税 課税 課 （ 税 ）

計 524 （ ）

税（ ） 137 （ ）

部 37 （ ）

税（税 ） 65 （ ） 課税課 （ ）

課税（ 税 ） 129 （ ）

課税（市 税 ） 134 （ ）

務

部課 22 （ ）

（ 2 ） （ 2 ）

滞 納 （ 2 ）

納 税 課 （ 14 ）
（ 4 ）

（ 3 ）

（ 4 ）

）

（ 52 ） 固 定 資 産 税 土 地 （ 5 ）

（ 家屋 ） （ 1 ）

固 定 資 産 税 家 屋 （ 6

固 定 資 産 税 土 地 （ 6 ）

4 ）
課 税 課 （ 36 ）

税 （ 4

税 （ 4 ）

税 （

）

（ 5 ）

納税課納税
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　（３）　税務機構の変遷

区分

税　　制　　課
税　　　　制　　　　係 税　　　　制　　　　係
主査（不服申立専任） 主査（税務審査）
税　　　　収　　　　係 税　　　　収　　　　係
主査（税務システム担当） 主査（税務システム担当）

指　　導　　課
課 　税 　指 　導 　係 管 理 企 画 係
納　 税　 指　 導　 係 徴 収 企 画 係　（課長事務取扱）

資　産　税　課
土　　　　地　　　　係 市　　民　　税　　係
家 屋 償 却 資 産 係 土　　　 地 　　　係

家 屋 償 却 資 産 係
法 人 納 税 課 法 人 納 税 課

管　　理　　係 管　　理　　係
納　税　第　１　係 納　税　第　１　係
納　税　第　２　係 納　税　第　２　係

特別滞納整理課
特別整理係　３ 特別整理係　３ 特別整理係　３
主査（公債権連携担当） 主査（公債権・私債権連携担当）
主査（私債権連携担当）

特 別 徴 収 課
第　　１　　係 第　　１　　係
第　　２　　係 第　　２　　係
主査（課税調査等専任） 第　　３　　係

法 人 課 税 課
法人市民税係 法人市民税係 法人市民税係
主査（法人市民税事務専任）　２ 主査（法人市民税事務専任）　１
事業所税係 事業所税係 事業所税係
主査（事業所税事務専任）　４ 主査（事業所税事務専任）　２ 主査（事業所税事務専任）　１

納　　　　税　　　　課
管　　理　　係 管　　理　　係
主査（収納対策調整専任）　（西） 主査（税務証明審査等担当）　（城南）
主査（税務証明審査事務専任）　（早良） 主査（収納対策調整専任）　（西）
主査（税務証明審査等担当）　（城南） 納　　税　　係
納　　税　　係 　第１～第５係(博多)
　第１～第５係(博多) 　第１～第４係（東・中央・南・早良）
　第１～第４係（東・中央・南・早良） 　第１～第３係(城南・西)
　第１～第３係(城南・西) 収入向上対策係（南）
収入向上対策係（南） 高額滞納・公売係（城南）
高額滞納・公売係（城南） 収入向上係（早良）
収入向上係（早良） 滞納対策係（西）
滞納対策係（西） 主査（高額滞納・公売専任）
主査（高額滞納・公売専任） 　　（東・博多２，中央・南・早良・西１）
　　（東・博多２，中央・南・早良・西１） 主査（市外滞納整理専任）　（中央・南）
主査（市外滞納整理専任）　（中央・南） 主査（税収向上対策専任）　（東）
主査（税収向上対策専任）　（東） 主査（捜索・市外滞納整理等専任）　（博多）
主査（捜索・市外滞納整理等専任）　（博多）

市　　民　　税　　課
第　　１　　係 第　　１　　係 第　　１　　係
第　　２　　係 第　　２　　係 第　　２　　係
主査（市民税税収確保対策専任） 主査（市民税税収確保対策専任） 主査（市民税税収確保対策専任）
　　（東・城南・西１，その他２） 　　（東・南・城南１，博多・中央・早良２） 　　（東・博多・南・城南１，中央・早良２）

固  定  資  産  税  課
課　　税　　係 課　　税　　係 課　　税　　係
土　　地　　係 土　　地　　係 土　　地　　係
主査（土地評価調整専任）　（中央除く1） 主査（土地評価調整専任） （中央除く1） 主査（土地評価調整専任） （中央除く1）
主査（特別土地保有税事務専任）　（中央） 主査（特別土地保有税事務専任） （中央） 主査（特別土地保有税事務専任） （中央）
家 屋 ･ 償 却 資 産 係 家 屋 ･ 償 却 資 産 係 家 屋 ･ 償 却 資 産 係
主査（償却資産評価事務専任） 主査（償却資産評価事務専任） 主査（償却資産評価事務専任）
　　※城南は償却資産評価事務等専任 　　※城南は償却資産評価事務等専任 　　※城南は償却資産評価事務等専任

　　（東・博多・中央２，その他１） 　　（東・博多・中央２，その他１） 　　（東・博多・中央２，南・城南・早良１）
主査（大規模非木造家屋評価事務等専任） 主査（大規模非木造家屋評価事務等専任） 主査（大規模非木造家屋評価事務等専任）
　　（博多２，東・中央・南・早良・西１） 　　（博多２，東・中央・早良・西１） 　　（東・博多・中央・早良・西１）

今　宿　出　張　所
市　　民　　係 市　　民　　係 市　　民　　係

※７月20日より西部出張所に名称変更

定数

※主査については，人数を記入していない場合は１名。

整
 

備
　
概
　
要

(1)税制課主査（私債権連携担当）を特別滞納整理
　課へ移管
(2)法人課税主査（法人市民税事務専任）１名及び
　主査　（事業所税事務専任）２名の減
(3)中央区納税課主査(高額滞納・公売専任）及び
　主査（税収向上対策専任）の各１名減
(4)東区及び城南区市民税課主査(市民税税収確保
　対策専任）の各１名減
(5)中央区固定資産税課主査(土地評価調査専任）
　の１名減

(1)特別滞納整理課主査（私債権連携担当）の廃
止，
　主査(公債権連携担当）を（公債権・私債権連携担
　当）へ特命変更
(2)区役所市民部長（博多区除く）６名の増
(3)南区及び西区市民税課の主査（市民税税収確保
　対策専任）の各１名減
(4)南区固定資産税課主査（大規模非木造家屋評価
　事務等専任）の１名減
(5)中央区及び南区を除く固定資産税課家屋・償却
　資産係の係員各１名減

(1)指導課及び資産税課を納税企画課及び課税企
　画課に再編
(2)特別滞納整理課主査（公債権・私債権連携担当）
　の廃止
(3)特別徴収課主査を廃止し，第３係を設置
(4)法人課税課主査（法人市民税事務専任）の廃
止，
　主査（事業所税事務専任）の１名減
(5)早良区納税課主査（税務証明審査事務専任）の
　廃止
(6)西区固定資産税課主査（償却資産評価事務専
　任）の減

特別滞納整理課 特別滞納整理課

同　　左

課 税 企 画 課

同　　左

平成２１年４月１日 平成２２年４月１日 平成２３年４月１日

同　　左
納 税 企 画 課

出
張
所

今　宿　出　張　所 西　部　出　張　所

特 別 徴 収 課

同　　左

法 人 課 税 課 法 人 課 税 課

区
役
所

― 市　民　部　長　（博多区を除く） 同　　左

同　　左

納　　　　税　　　　課

財
政
局
税
務
部

同　　左

税　　制　　課

543 538 536

市　　民　　税　　課 市　　民　　税　　課

固  定  資  産  税  課 固  定  資  産  税  課
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区分

税　　　　制　　　　係 税　　　　制　　　　係
主査（税務審査） 税務審査係
税　　　　収　　　　係 税　　　　収　　　　係
税務システム係 税務システム係

管 理 企 画 係
徴 収 企 画 係

市　民　税　企　画　係 市　民　税　企　画　係
土　地　企　画　係 土　地　企　画　係
家屋償却資産企画係 家屋償却資産企画係

税　番　号　調　査　係
納 税 管 理 課

収納管理第１係
収納管理第２係
収納管理第３係
法人納税第１係
法人納税第２係

特別整理係　３ 特別整理係　３
市外係 市外整理係

特別徴収第１係 特別徴収第１係
特別徴収第２係 特別徴収第２係
特別徴収第３係 特別徴収第３係
法人市民税係 主査（特別徴収拡充担当）

法人市民税係

課税台帳管理係 課税台帳管理係
償却資産第１係 償却資産第１係
償却資産第２係 償却資産第２係
償却資産第３係 事業所税第１係
事業所税係 事業所税第２係
主査（事業所税事務専任）

管　　理　　係 管　　理　　係 管　　理　　係
主査（税務証明審査等担当）　（城南） 市民税係 市民税係
市民税係 　第１係～第４係(東・南) 　第１係～第４係(南)
　第１係～第４係(東・南) 　第１係～第３係(博多・中央・早良・西) 　第１係～第３係(東・博多・中央・早良・西)
　第１係～第３係(博多・中央・早良・西) 　市民税係(城南) 　市民税係(城南)
　第１係～第２係(城南) 固定資産税土地係 主査（証明ｻｰﾋﾞｽｺｰﾅｰ担当）（東）
固定資産税土地第１係 　第１係～第２係（城南除く） 固定資産税土地係
固定資産税土地第２係 　土地係(城南) 　第１係～第２係（城南除く）
主査（都心部評価担当）　（中央） 主査（都心部評価担当）　（中央） 　土地係(城南)
固定資産税家屋係 固定資産税家屋係 主査（都心部評価担当）　（中央）
主査（大規模非木造家屋担当）　（城南除く１） 主査（大規模非木造家屋担当）　（城南除く） 固定資産税家屋係

主査（大規模非木造家屋担当）　（城南除く）

第１係～第５係(東・博多・南) 第１係～第５係(東) 第１係～第４係(東・博多・中央・南・早良)
第１係～第４係(中央・早良) 第１係～第４係(博多・中央・南・早良) 第１係～第３係(城南・西)
第１係～第３係(城南・西) 第１係～第３係(城南・西) 高額滞納・公売係（博多・中央・早良・西）
高額滞納・公売係（中央・早良・西） 高額滞納・公売係（博多・中央・早良・西）
主査（高額滞納・公売専任） （博多）

市　　民　　係

定数

※主査については，人数を記入していない場合は１名。

平成２６年４月１日 平成２７年４月１日 平成２８年４月１日

整
　
備
　
概
　
要

(1)博多区に市民部が設置され，税務の所管が市民
部に変更

(2)税制課税務システム担当主査を税務システム係
に変更し，係員１名を増員

(3)資産課税課償却資産評価事務専任主査を廃止

(4)区納税課について，高額滞納・公売専任主査6
名（城南を除く6区）を職員に振替。中央区に高額滞
納・公売係を設置。早良区の第５係，西区の第４係
を高額・滞納公売係に名称変更。城南区の高額滞
納・公売係を廃止

(1)課税企画課に社会保障・税番号制度の導入に伴
う個人番号の調査，登録を行う税番号調査係を設
置
(2)資産課税課について次のとおり変更
 ①償却資産第３係を廃止し２係制に変更
 ②事業所税係を事業所税第１係に変更し，事業所
税第２係を設置
 ③主査（事業所税事務専任）を廃止
(3)東区課税課の市民税第１係を１名減
(4)博多区納税課の第5係及び主査（高額滞納・公
売専任）を廃止し，高額滞納・公売係を設置
(5)南区課税課の固定資産税家屋係を１名増
(6)南区納税課の第5係を廃止し４係制に変更
(7)城南区課税課について次のとおり変更
 ①主査（税務証明審査等）を廃止し係員に振替
 ②市民税第２係を廃止し１係制に変更
 ③固定資産税土地第２係を廃止し１係制に変更

(1)税制課主査（税務審査担当）を廃止し，税務審査
係を設置

(2)法人税務課に主査（特別徴収拡充担当）を設置

(3)東区課税課の市民税第４係を廃止し３係制に変
更

(4)東区課税課に主査（証明サービスコーナー担当）
を設置

(5)東区納税課の第５係を廃止し４係制に変更

法 人 税 務 課

同　　左

法 人 税 務 課

財
政
局
税
務
部

税　　制　　課

同　　左

税　　制　　課

納 税 企 画 課
同　　左 同　　左

課 税 企 画 課 課 税 企 画 課

同　　左

同　　左 同　　左

特別滞納整理課
同　　左

特別滞納整理課

出
張
所

西　部　出　張　所
同　　左 同　　左

資 産 課 税 課 資 産 課 税 課

同　　左

区
役
所

市　民　部　長 同　　左 同　　左

課　　　　税　　　　課 課　　　　税　　　　課 課　　　　税　　　　課

522 524 526

納　　　　税　　　　課 納　　　　税　　　　課 納　　　　税　　　　課



税　　　　 　　　　 税　　　　 　　　　
（税 ） 税務

税　　　　 　　　　 税　　　　 　　　　
税務 税

    
    

市 税 　 　税　 　 　
土　地　 　 　
家屋償却資産
税

 税   課
納
納
納

納税
納税

　 　
市

税 （ ）
税

課税 課税
償却資産 償却資産
償却資産 償却資産
償却資産 所税

税 所税
（ 税 ）

　　 　　 　　 　　
（税 ）　（ ） 市 税 市 税
税 　 　

　 　 　
　 市 税 　 税
　 固定資産税土地 （ ）（ ）
固定資産税土地 （ ） 固定資産税土地
固定資産税土地 　 （ ）

（ ）　（ ） （ ）　（ ） 　土地
固定資産税家屋 固定資産税家屋 （ ）　（ ）

（ 家屋 ）　（ ） （ 家屋 ）　（ ） 固定資産税家屋
（ 家屋 ）　（ ）

)
) 滞納 （ ）

（ ） （ ）
（ ） （ ）

　　 　　

年 月 年 月 年 月

税

税 課税 税

資産課税課償却資産

納税課 滞納
（ ） 滞

納
滞納 滞

納
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税
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税 課 （ ）

課税課 税

課税課 （ ）

納税課

  税 務 課

　　

  税 務 課

財
政
局
税
務
部

税 制 課

　　

税 制 課

 税   課
　　 　　

課 税   課 課 税   課

　　

　　 　　

課
　　

課

所

部 所
　　 　　

  課 税 課   課 税 課

　　

所

市 部 　　 　　

課 税 課 課 税 課 課 税 課

税 課 税 課 税 課
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税務
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税
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土　地　 　 　 土　地　 　 　 土　地　 　 　
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家屋償却資産 家屋償却資産
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（４）　税務職員配置状況 (定数）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度
人 人 人 人 人

524 526 524 527 528
計 136 137 137 140 142

税 制 課 15 15 15 15 15
納 税 企 画 課 7 7 7 7 7
課 税 企 画 課 17 17 16 17 19
納 税 管 理 課 33 33 33 34 34
特 別 滞 納 整 理 課 9 9 9 9 9
法 人 税 務 課 29 30 31 32 32
資 産 課 税 課 26 26 26 26 26

計 388 389 387 387 386
市 民 部 長 7 7 5 5 4
課 税 課 250 251 251 251 252
納 税 課 129 129 129 129 128
西部出張所市民係 2 2 2 2 2

計 66 67 67 67 68
市 民 部 長 1 1 1 1 1
課 税 課 43 44 44 44 45
納 税 課 22 22 22 22 22

計 61 61 61 61 61
市 民 部 長 1 1 1 1 1
課 税 課 37 37 37 37 37
納 税 課 23 23 23 23 23

計 54 54 53 53 53
市 民 部 長 1 1
課 税 課 33 33 33 33 33
納 税 課 20 20 20 20 20

計 62 62 62 62 62
市 民 部 長 1 1 1 1 1
課 税 課 40 40 40 40 40
納 税 課 21 21 21 21 21

計 38 38 37 37 37
市 民 部 長 1 1
課 税 課 25 25 25 25 25
納 税 課 12 12 12 12 12

計 54 54 54 54 53
市 民 部 長 1 1 1 1 1
課 税 課 36 36 36 36 36
納 税 課 17 17 17 17 16

計 53 53 53 53 52
市 民 部 長 1 1 1 1
課 税 課 36 36 36 36 36
納 税 課 14 14 14 14 14
西部出張所市民係 2 2 2 2 2

　※１．　税務部長は税制課に含めている。また，平成２２年度より，区の市民部長を税務機構に含めている。（博多区は平成26年度から）

　※２．　平成29年度より中央区と城南区，令和元年度より西区の市民部長は総務部長が兼務しているため定数から除いている。

中 央 区 役 所

南 区 役 所

城 南 区 役 所

早 良 区 役 所

西 区 役 所

博 多 区 役 所

区　　　　　　分

合　　　　　　計

税 務 部

区 役 所

東 区 役 所

（４）　税務職員配置状況（続）

令和元年度

税務職員数 部　長 課　長 係長・主査 総括主任 主任 ２級 １級 再任用

人 人 人 人 人 人 人 人 人

553 5 21 111 149 73 97 55 42

計 148 1 7 30 38 26 33 11 2

税 制 課 16 1 1 4 1 3 5 1 0

納 税 企 画 課 7 1 2 0 3 1 0 0

課 税 企 画 課 20 1 5 2 4 8 0 0

納 税 管 理 課 35 1 5 11 5 7 6 0

特別滞納整理課 9 1 4 4 0 0 0 0

法 人 税 務 課 34 1 5 9 6 9 4 0

資 産 課 税 課 27 1 5 11 5 3 0 2

計 405 4 14 81 111 47 64 44 40

市 民 部 長 4 4

課 税 課 265 7 53 78 31 37 32 27

納 税 課 134 7 28 31 16 27 12 13

西部 出張 所市 民係 2 2

計 72 1 2 12 27 5 15 8 2

市 民 部 長 1 1

課 税 課 47 1 8 19 3 9 5 2

納 税 課 24 1 4 8 2 6 3 0

計 66 1 2 12 12 14 15 6 4

市 民 部 長 1 1

課 税 課 41 1 8 9 10 7 4 2

納 税 課 24 1 4 3 4 8 2 2

計 56 0 2 14 17 4 6 6 7

市 民 部 長 0

課 税 課 35 1 9 11 2 4 3 5

納 税 課 21 1 5 6 2 2 3 2

計 63 1 2 12 13 11 12 7 5

市 民 部 長 1 1

課 税 課 41 1 8 8 6 8 6 4

納 税 課 21 1 4 5 5 4 1 1

計 40 0 2 7 8 4 4 6 9

市 民 部 長 0

課 税 課 27 1 4 5 3 3 5 6

納 税 課 13 1 3 3 1 1 1 3

計 56 1 2 13 18 5 2 5 10

市 民 部 長 1 1

課 税 課 38 1 8 13 5 0 5 6

納 税 課 17 1 5 5 0 2 0 4

計 52 0 2 11 16 4 10 6 3

市 民 部 長 0

課 税 課 36 1 8 13 2 6 4 2

納 税 課 14 1 3 1 2 4 2 1

西部 出張 所市 民係 2 2

※１． 令和元年５月１日現在の数値である。

　　　　 ※２． 定数外配置職員及び病休・育休中の職員を含めている。

　　　　 ※３． 再任用のうち，東区課税課１名，博多区納税課１名，南区課税課１名，及び西区納税課１名については係長級である。

　　　　 ※４． 平成29年度より中央区と城南区，令和元年度より西区の市民部長は総務部長が兼務しているため定数から除いている。

西 区 役 所

区　　　　　分
税　務　職　員　の　級　別　内　訳

合　　　　　　計

税 務 部

区 役 所

東 区 役 所

博多区役所

中央区役所

南 区 役 所

城南区役所

早良区役所



（ ）　税 （ ）

年度

税 　 課　

5 1 111 1 55

計 1 1 0 26 11 2

税 課 1 4

納 税 課

課 税 課 0 4

納 税 課

滞納 課 4 4

税 課 9 9 4

資 産 課 税 課

計 0 1 1 111 0

4

課 税 課 265

納 税 課 1

2

計 1 2 1 5 1 2

1

課 税 課 9

納 税 課 4

計 66 1 2 1 1 1 1 6

1

課 税 課 1 9 4

納 税 課 4 4

計 56 0 2 1 1 6 6

0

課 税 課 9 4

納 税 課 1

計 1 2 1 1 11 1 5

1

課 税 課 1 4

納 税 課 1 4 4

計 0 0 2 6

0

課 税 課 4

納 税 課 1

計 56 1 2 1 1 5 2 5 10

1

課 税 課

納 税 課 1 4

計 52 0 2 11 1 10 6

0

課 税 課 4

納 税 課 1 4

2

年 現

　　　　 定

　　　　 課税課 納税課 課税課 納税課

　　　　 年度 年度 定

　　　　　分
税　 　 　 　 　 　 　 　

計

税


